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第三期特定健康診査等実施計画
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　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 高齢化並びに高額薬剤の影響で、加入者1人当たりの医療費が年々増

加傾向にある。  レセプトデータ等から医療費分析を行い、事業所並びに加入者に周知すると共に、ジェ
ネリック医薬品の推奨や医療機関の受診方法等の啓蒙活動を実施する。

No.2 高齢化に伴い医療費が増加する傾向にある。
特に65歳以上の医療費割合は総医療費の約1/3を占める。  前期高齢者に対し、頻回受診や重複受診の防止、また多剤投与等、健康に関する知識向

上を図る。
No.3 「歯科」、「呼吸器系疾患」、「新生物」が特に高く、続いて「循

環器系疾患」、「内分泌・栄養・代謝疾患」の順となった。
また「歯科」、「循環器系疾患」、「内分泌・栄養・代謝疾患」は
他の健保組合よりも高い。

 「循環器系疾患」や「内分泌・栄養・代謝疾患」は予防対策が可能であり、特定健診デ
ータからリスク保有者を特定することが可能であるため、最も介入効果が期待される疾
病として位置づけ、対策を講じていく。

No.4 「高血圧症」、「糖尿病」、「高脂血症」が特に高く、続いて「人
工透析」、「虚血性心疾患」の順となった。
また「高血圧症」、「糖尿病」、「高脂血症」は他の健保組合より
も高い。

 特定健診・特定保健指導の実施率を高めることを継続し、生活習慣病への移行を防ぐ。
また医療費分析を行い、事業所並びに加入者に周知すると共に、事業主側の産業医等に
よる受診勧奨や生活習慣の指導を実施いただく。

No.5 生活習慣病に関するレセプトがある者で、受診勧奨基準値以上の者
が多数存在する。
また受診勧奨基準値以上の者で、生活習慣病に関するレセプトがな
い者が多数存在する。

 早期治療のため特定保健指導への受診勧奨を実施すると共に、対象者が自らリスクを正
しく認識できていない可能性も考えられるため、健診結果データを活用し生活習慣病に
関する知識向上を図る。

No.6 高血圧症で内服治療中でかつ血圧値が受診勧奨基準値以上の者が一
定数存在することが確認された。
また3疾患での内服治療を受けていない者で、血圧値が受診勧奨基準
値以上の者が多数確認された。

 循環器系疾患の重症化予防対策として、機関誌等に疾病リスクを掲載し、事業主並びに
加入者に周知を行う。

No.7 糖尿病で内服治療中でかつ血糖値が受診勧奨基準値以上の者が一定
数存在することが確認された。
また3疾患での内服治療を受けていない者で、血糖値が受診勧奨基準
値以上の者が多数確認された。

 糖尿病性腎症の重症化予防対策として、機関誌等に疾病リスクを掲載し、事業主並びに
加入者に周知を行う。

No.8 後発医薬品の使用割合が、他の健保組合より高い。
また年齢別において、45歳以上の年齢層で他の健保組合より高い。  後発医薬品の使用を促進するため、後発医薬品に変更した場合の差額を通知、また機関

誌を通じてジェネリックカードの配布を実施。
No.9 他の健保組合より受診率が低い。

定期健診結果データが特定健診の階層化に繋がるという認識が不足
しているため、事業所からのデータ提供率が低いと考えられる。

 事業所に対し、定期健診結果の送付依頼案内を随時行う。
また事業所が委託している健診機関へ連絡し、XMLデータの直接送付を依頼。
定期健診結果データを階層化することにより、特定保健指導に繋がるといった認識をも
ってもらうための周知を行う。

No.10 他の健保組合より受診率が低い。
配偶者等の女性比率が高い被扶養者においては、時間的余裕がなく
受診されない場合が多いと考えられる。
保健事業の直接的な周知が不足している。

 機関誌やＨＰ等を通じて特定健診を無料にて受診できる旨の案内を掲載。
受診率の低い被扶養配偶者に対し、主婦の誕生日健診の受診を促し受診率の向上を図る
。

No.11 他の健保組合より、受診率が低い。
対象者の自宅で指導が受けられる等、利便性は高いと考えるが、休
日を利用してまで指導を受ける重要性並びに生活習慣病リスクの認
識が不足している対象者が多いと考えられる。

 事業所経由で対象者に対し、無料にて自宅で保健指導が受けられる旨の案内を送付。
事業所担当者に対し、事業所内での受診可能な場所の提供並びに対象者に対し受診勧奨
を依頼する。

No.12 他の健保組合より、受診率が低い。
基本的には被保険者の理由と同じと考えるが、更に直接的な指導内
容等の周知不足が原因と考えられる。

 事業所経由で対象者に対し、無料にて自宅で保健指導が受けられる旨の案内を送付。

No.13 全体的に減少率が他の健保組合より低い。
特定保健指導の実施率が低かったことが要因として考えられるほか
、生活習慣病のリスク保有者への対策を行っていないことが背景に
あると考える。

 特定保健指導への受診勧奨を実施すると共に、対象者が自らリスクを正しく認識できて
いない可能性も考えられるため、健診結果データを活用し生活習慣病に関する知識向上
を図る。

No.14 他の健保組合より減少率が低い。
特定保健指導の実施率が低かったことが要因として考えられるが、
更に直接的な指導内容等の周知不足が原因と考えられる。

 特定保健指導への受診勧奨を実施すると共に、対象者が自らリスクを正しく認識できて
いない可能性も考えられるため、健診結果データを活用し生活習慣病に関する知識向上
を図る。

No.15 肥満の割合は、他の健保組合より低い。
肥満、非肥満ともに「受診勧奨基準値以上の者」の割合は、他の健
保組合より高い。

 機関誌やＨＰ等で生活習慣病に関するリスク内容を掲載し、早期治療のため受診を促す
。

No.16 「保健指導基準値以上の者」は、他の健保組合と同程度だが、「血
圧・血糖障害」は特に40歳代と70歳代において高い。 「脂質異常障
害」においては、特に65歳以上が他の健保組合より高い。

 「血圧・血糖障害」や「脂質異常障害」は予防対策が可能であるため、機関誌やＨＰ等
で疾病リスク内容を掲載し、早期治療のため受診を促す。

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
◆特定健康診査等の基本的な考え方◆
　日本内科学会等内科系8学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であ
り、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。
　メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者に
とって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。
◆特定保健指導の基本的な考え方◆
　生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変え
ることができるように支援することにある。

特定健診・特定保健指導の事業計画特定健診・特定保健指導の事業計画
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11 事業名 特定健診（被保険者）特定健診（被保険者） 対応する健康課題番号 No.4 No.4 , , No.9No.9


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者/任

意継続者
方法 -
体制 -

事業目標
特定健診の受診率向上を目指す。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施率90％ 75.0 ％ 80.0 ％ 85.0 ％ 90.0 ％ 95.0 ％ 100.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
収集率100％ 75.0 ％ 80.0 ％ 85.0 ％ 90.0 ％ 95.0 ％ 100.0 ％

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

R3年度 R4年度 R5年度
事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

事業主が実施する定期健診データを受領し、階層化を
行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

22 事業名 特定健診（被扶養者）特定健診（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.4 No.4 , , No.10No.10


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者/任

意継続者
方法 -
体制 -

事業目標
特定健診の受診率向上を目指す。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施率50％ 35.0 ％ 40.0 ％ 45.0 ％ 50.0 ％ 55.0 ％ 60.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
収集率100％ 35.0 ％ 40.0 ％ 45.0 ％ 50.0 ％ 55.0 ％ 60.0 ％

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

R3年度 R4年度 R5年度
保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

保健事業を通じ、個別健診機関から健診データを受領
し、階層化を行うことで、生活習慣病を未然に防ぐ。

33 事業名 特定保健指導特定保健指導 対応する健康課題番号
No.4 No.4 , , No.5 No.5 , , No.11 No.11 , , No.12 No.12 , , No.13No.13
, , No.14No.14


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 -
体制 -

事業目標
特定保健指導の受診率向上を目指す。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施率25.2％ 10.0 ％ 15.0 ％ 20.0 ％ 25.0 ％ 30.0 ％ 35.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
事業参画100％ 10.0 ％ 15.0 ％ 20.0 ％ 25.0 ％ 30.0 ％ 35.0 ％

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。

受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。

受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。

R3年度 R4年度 R5年度
受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。

受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。

受領した健診データを階層化し、基準該当者の生活習
慣病の重篤化を防ぐ。
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 15,480 ∕ 25,600 ＝
60.5 ％

17,148 ∕ 26,250 ＝
65.3 ％

18,880 ∕ 26,900 ＝
70.2 ％

20,678 ∕ 27,550 ＝
75.1 ％

22,540 ∕ 28,200 ＝
79.9 ％

24,358 ∕ 28,650 ＝
85.0 ％

被保険者被保険者 13,650 ∕ 19,500 ＝
70.0 ％

14,925 ∕ 19,900 ＝
75.0 ％

16,240 ∕ 20,300 ＝
80.0 ％

17,595 ∕ 20,700 ＝
85.0 ％

18,990 ∕ 21,100 ＝
90.0 ％

20,425 ∕ 21,500 ＝
95.0 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 1,830 ∕ 6,100 ＝
30.0 ％

2,223 ∕ 6,350 ＝
35.0 ％

2,640 ∕ 6,600 ＝
40.0 ％

3,083 ∕ 6,850 ＝
45.0 ％

3,550 ∕ 7,100 ＝
50.0 ％

3,933 ∕ 7,150 ＝
55.0 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 13,830 ∕ 24,992 ＝
55.3 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被保険者被保険者 11,938 ∕ 18,872 ＝
63.3 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被扶養者 被扶養者 ※33 1,892 ∕ 6,120 ＝
30.9 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 221 ∕ 2,200 ＝
10.0 ％

342 ∕ 2,437 ＝
14.0 ％

484 ∕ 2,683 ＝
18.0 ％

648 ∕ 2,939 ＝
22.0 ％

834 ∕ 3,203 ＝
26.0 ％

1,040 ∕ 3,462 ＝
30.0 ％

動機付け支援動機付け支援 92 ∕ 800 ＝ 11.5 ％ 137 ∕ 886 ＝ 15.5 ％ 190 ∕ 976 ＝ 19.5 ％ 251 ∕ 1,069 ＝
23.5 ％

320 ∕ 1,165 ＝
27.5 ％

397 ∕ 1,259 ＝
31.5 ％

積極的支援積極的支援 129 ∕ 1,400 ＝ 9.2 ％ 205 ∕ 1,551 ＝
13.2 ％

294 ∕ 1,707 ＝
17.2 ％

396 ∕ 1,870 ＝
21.2 ％

514 ∕ 2,039 ＝
25.2 ％

643 ∕ 2,203 ＝
29.2 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 151 ∕ 2,893 ＝ 5.2 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 77 ∕ 1,109 ＝ 6.9 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 74 ∕ 1,784 ＝ 4.1 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
◆特定健康診査の実施に係る目標◆
　平成35年度における特定健康診査の実施率を85％とする。
　なお、当健保組合が主体となって保健事業を実施し、健診機関から特定健康診査データを受領し管理する。
　また、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合は、当健保組合はそのデータを事業者から受領する。なお健診費用は、事業者が負担する。
◆特定保健指導の実施に係る目標◆
　平成35年度における特定保健指導の実施率を30％とする。
　なお、加入者の特定保健指導の実施方法として、業者に委託し、事業所にての集合実施や個人宅へ直接訪問し実施する、また遠隔地の加入者まで対応できるよう体制を整
え、実施率の向上を目指す。

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
◆実施場所◆
　特定健康診査は、事業主が労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合は、事業主が契約した健診機関等により行う。
　当健康保険組合が主体となって実施した保健事業は、健診機関に委託する。
　また、特定保健指導は「SOMPOヘルスサポート株式会社」に委託する。
◆実施項目◆
　実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第2編第2章に記載されている健診項目とする。
◆実施時期◆
　実施時期は、通年とする。
◆委託の有無◆
　特定健康診査は、全国にある健診機関と個別契約を結び、全国での受診が可能となるよう措置する。
　特定保健指導は、「SOMPOヘルスサポート株式会社」と契約を結び、全国に散在する加入者の個人宅に直接訪問し、実施する。
◆受診方法◆
　特定健康診査は、事業主が労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合は、事業主が契約した健診機関等により随時実施する。
　当健保組合が主体となって行う保健事業は、委託健診機関により随時実施する。
　また健保組合が主体となって行う特定健康診査は、加入者のうち特定健康診査対象者に対し、事業所を通じて案内を送付する。
　特定保健指導は、加入者のうち特定保健指導対象者に対し、事業所を通じて案内を送付する。
◆周知方法◆
　周知は、当健保組合機関紙等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。
◆健診データの受領方法◆
　特定健康診査のデータは、事業所又は契約健診機関から電子データを随時受領し、当健保組合で保管する。
　特定保健指導のデータは、「SOMPOヘルスサポート株式会社」から電子データを随時受領し、当健保組合で保管する。
◆特定保健指導対象者の選出の方法◆
　受領した特定健康診査のデータを当健保組合のシステムにて階層化し、特定保健指導対象者の選出を行う。

個人情報の保護個人情報の保護
当健保組合は、「個人情報保護管理規程」を遵守する。
当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
当健保組合の個人情報取扱責任者は、常務理事とする。
また、データの利用者は当健保組合担当職員に限る。
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
本計画の周知は、当健保組合機関紙等やホームページに掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
当健保組合担当職員については、特定健康診査・特定保健指導等に関する研修に随時参加させる。
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